
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年８月 20日 東京地裁に金正恩委員長を相手取って提訴した（かるめぎ NO.119より） 
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〈主権免除の不適用〉 

北朝鮮帰国事業を日本の司法に訴えた裁判は、今までに

二度ある。いずれも朝鮮総連を相手に。しかし、いずれも「時

効」「免訴」の判決で、内容に対する判断を日本の裁判所は

一度もしなかった。それが今回の裁判は北朝鮮当局を訴え

た点で、前二回と異なっている。私は今回初めて知ったので

あるが、「主権免除」という国際法ルールがあるようだ。普通

外国当局を訴えるのはこのルールでできないとされている。し

かし北朝鮮は日本との国交がないので、北朝鮮には「主権免

除」を受ける資格がないので、今回の訴状を受理され、裁判

は成立した。 

原告５人が日本に帰還して２０年以上たつと訴える資格が

無くなるが（除斥期間）、訴状は２０１８年８月２０日に出した

ので、その時点では２０年以内であったので、それをクリアー

した。北朝鮮とアメリカは国交を結んでいない。アメリカの青年

ワンビアさんが北朝鮮内で拘禁され、帰国後死亡したケース

で、遺族が北朝鮮当局を訴えたが、アメリカ司法当局は受理

し、北朝鮮側に損害を求める判決を下したが、これも「主権

免除」を北側が受けられなかったケースで、今回の裁判の前

例になるケースなのかもしれない。それにしても１０月１４日に

始まる北朝鮮帰国事業裁判は、被告北朝鮮政府はおそらく

出廷しないとみられるので、その場合弁論は 10月 14日 1

日で終わり、次回は判決言い渡しになるのではないかと予測

されている。 

 

〈原告の主張、国家誘拐の罪と出国妨害の罪〉 

今回の５人の原告の主張は上記の二つの罪である。帰国

事業を北朝鮮当局の国家的誘拐と規定するのは、犠牲とな

った帰国者の側から見れば当然の規定かもしれない。９万３

千人余の帰国者が北の宣伝や朝鮮総連の宣伝にまんまと

騙されて北に誘拐されたと立証することは、簡単にできない

難しいことだろうと私は考えていた。しかし今回の訴状を読む

と、原告とその代理人の弁護団（９人）は先ず北朝鮮当局の

公式な発言や資料で、北が海外同胞の帰国を歓迎し、彼ら

に何不自由をさせないと公約していることを立証している。こ

の立証はとても貴重で、私たちは今回の訴状から大いに学ぶ

べきである。 

そのうえで一つ申し上げたい。当時北の人々がそのように

幸せに暮らしていたかを疑い吟味する心や態度が、日本に

住んでいた各界の関係者にどれ程あったかという問題である。

私は１９５９年４月に大学に入ったので当時の私は北朝鮮の

書籍や文献で北朝鮮を理解していた。１９６０年代前半私は

北朝鮮を支持していた。１９６５年からベトナム戦争がはじまり、

中国では文革が始まり、韓国では朴正煕の軍事独裁が続い

ていたので、私の関心は北朝鮮から離れ、１９７０年代は韓

国に集中した。特に金芝河の受難。１９７０年に日本共産党

の赤旗が２面割いて北朝鮮のチュチェ（主体）思想を批判的

に紹介したので、私はチュチェ思想にも関心を持つことなく、

北朝鮮への関心を無くしていった。私が北朝鮮の現実に引き

戻されたのは、１９９３年８月２２日であった。中野のアジュモ

ニの焼き肉屋さんで、北朝鮮の帰国者たちが強制収容所で

殺されたり、悲惨な生活を送っているという衝撃的な話を聴

き、翌年から「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」を皆さ

んと作り、今日まで北朝鮮の強制収容所の存在を広く知らせ、

それをなくす人権活動に取り組んでいる。 

 

〈北朝鮮の全体主義化――１９６７年～１９７４年〉 

既に書いたことだが、１９６５年から１０年間世界がベトナム

戦争、中国の文化大革命、韓国の朴正煕軍事独裁政権に

目を奪われていた時、北朝鮮では金日成総合大学を卒業し

た金正日が朝鮮労働党の思想宣伝部署に着き、自分が後

継者であるという実績を作るため、１９６７年から父親金日成

の神格化を始め、１９７４年に「党の唯一思想体系確立の十

大原則」を発表し、それを実質的な北朝鮮の憲法にしたこと

である。 

恐ろしい強制収容所も、金日成が統治した１９５０年代から

存在し、１９６８年から１９７２年の間に完成していた。北朝鮮

の全体主義化が、１９６５年から１９７５年までの世界の目が

先の三つの大変動に集中していた時に北朝鮮内部で進行し、

実現していたという大問題である。当時北朝鮮は全くの死角

であった。帰国者の受難もこの時期に集中した。北朝鮮帰国

者たちも真っ先に金日成の神格化、全体主義化に抵抗した

と思う。それ故に彼らの２割は強制収容所に送られたと推定

されている。 

 

〈北朝鮮当局の犯罪を具体的に主張すること〉 

要請された字数を超過している恐れがあるが、最後に一

つ、この裁判に対する谷川透さんの提言に賛成したい。「裁

判官は見解が分かれることは判断を下さない習性がある。だ

から明々白々な被害や当局の犯罪行為を証拠として挙げて

いく必要がある」と。 

私はこの提言で思い当たるのは、今回の原告のお一人高

政美さんから昔聞いた事実である。彼女の兄が清津の港で

船を降りようとせず、日本に帰りたいと主張したら、北朝鮮当

局は彼を精神異常者として４９号病院に入れ、数年後に面

会に行ったときは廃人になっていて、１０年後にそこで亡くな

ったという。彼女の兄は誠に健全な判断をした。その彼を精

神に異常があるとすぐに隔離し，廃人にして殺した北朝鮮当

局のこの行為こそ殺人行為である。こういうケースを法廷でも

証言し、広く世間にこの裁判で知らせていくべきである。 

  

極めて稀で貴重な裁判 
北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会 理事 小川 晴久  
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「特定非営利活動法人 北朝鮮帰国者の生命と人権を守

る会」（略称：守る会）が、北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和

国）を命がけで脱北して中国などを経由した後、日本に帰還

した北朝鮮帰国者の裁判支援に取り組んで、今年でちょうど

２０年になる。過去２回の裁判は「時効の壁」に阻まれて「訴

えそのものが却下」という門前払いに遭い裁判が成立しなか

ったが、帰国者である５人の原告が新たに３年前、金正恩の

北朝鮮政府を相手取って５億円の損害賠償請求訴訟を東

京地裁に起こした３度目の今回の訴訟は、国交のない北朝

鮮政府に対しては「公示送達」という手続きをとり、きたる 10

月 14日午前１０時に第１回口頭弁論を迎えることになった。

私たちは、5人の原告の弁論などを通して「北朝鮮の違法な

人権政策にアジアの民主主義国家である日本の司法判断

が下る裁判の意義には、極めて高いものがある」と考える。 

 

◆北は自由と人権重視に舵を切れ 

 

ここに至る間の裁判経過については、前号の「かるめぎ１２

９号」に、２０年間にわたって裁判支援を一貫して続けてこら

れた「守る会」前代表の山田文明副理事長が記しているので

詳細を省くが、北朝鮮政府とその出先機関ともいえる朝鮮総

連が途中、中断をはさみながらも１９５９年（昭和３４年）から

１９８４（昭和５９年）年にかけて押し進めた「北朝鮮帰国（帰

還）事業」が、在日朝鮮人帰国者と日本人家族らにどのよう

な結果をもたらしたかは、やがて始まる法廷の場で明らかに

なるだろう。私たちが今回の裁判を通して願うのは、帰国事

業の全貌が明らかになって、北朝鮮の非人道的社会構造の

一切が明るみに出て、世界と国民の皆様に知ることとなるこ

とである。同時に金正恩と北朝鮮政府が、今回の裁判の結

果を通して、ただ反発するのではなく、裁判の行方に注目し

て自国の人権政策を全面的に改め「自由と人権の重視」に

舵を切るきっかけとなることである。 

 

北朝鮮は、朝鮮労働党が全てを束ねる一党独裁の政治

体制をとっている。最高指導者は金日成、金正日、金正恩と

親から子、孫への 3代世襲の首領への絶対的服従を強いる

独裁国家である。絶対服従の根拠は「党の唯一思想体系確

立の 10大原則」にある。1974年に金正日書記（当時）によ

って憲法や党規約を超える「最高規範」と位置づけられ、金

日成主席への絶対的忠誠を求めた。制定当時、10か条と

65の細目から成り立っていたが、2013年、金正恩第一書記

（当時）により「党の唯一領導体系確立の 10大原則」に名称

が改められ、10か条と 60の細目に改められた。 

その領導体系を支えているのが主体（チュチェ）思想であ

る。同思想は「マルクス・レーニン主義を創造的に朝鮮に適

用した」ものとされているが、元はモスクワ国立大学の哲学博

士で、党国際担当書記などを務めた金日成の側近で、後に

韓国に亡命した故黄長燁が理論づけた思想である。主体思

想は「人間が全ての事の主人であり、全てを決める」とされて

いるが、その解釈権は、最高指導者が握っており、「人間主

体」の言葉とは真逆に、支配の頂点に立つ最高指導者の意

のままに従う「首領絶対の思想体系」を支え、北朝鮮社会全

体を覆っているのが実情である。 

 

資本論で代表されるマルクス主義は「人間解放の哲学」

「平等重視」が特色と言われ、日本では戦前からヒューマニ

ズムを尊重する多くの学者・知識人、学生から支持されたが、

実際にマルクス主義が適用されると旧ソ連、東欧諸国、現中

国などの共産主義国家が示しているように、「人間解放」とは

真逆の「絶対服従と粛清」が支配する「共産党一党独裁国

家」と化しているのが実情である。その象徴が北朝鮮である。

「世界で最も自由と人権の無い国家」と化した。 

 

◆今も貧苦にあえぐ北朝鮮の人々 

 

その実態は 2014年 2月に、国連人権理事会が編んだ

『国連北朝鮮人権報告書』に詳しい。同報告書には、人権侵

害のあらゆる実態が詳しく列挙されている。封建社会以上の

階級制国家を築き、階級差によって最下層の「敵対階層」に

入れられた人々は、食料へのアクセス権を失い、強制収容

所入りのケースが非常に多かった。また、封建社会以上の拷

問と性的虐待がはびこった。強制労働が日常化し、その自由

と人権を奪われた状態は、今に至るまで改善の兆しがほとん

ど見られていない。英エコノミスト誌の研究機関「エコノミスト・

インテリジェンス・ユニット」の調べによる民主主義指数は「世

界最下位」（2019年度）、「国境なき記者団」による「世界報

道自由度ランキング」も「世界最下位」（2020年度）である。 

 

われわれが北朝鮮の国営テレビを通じて目にしている北

朝鮮の風景は、ほとんどが、首都平壌に住む、日々の食料

供給が途絶えたことのない特権階級が住む市街風景である

ことを視聴者は忘れないでほしい。貧窮している庶民の姿は、

国営テレビには絶対に映らないことを心の片隅に銘記してほ

しい。 

来る 10月 14日、東京地裁の大法廷に立つ 5人の原告

の弁論に是非とも耳を傾けていただき、「自由と人権の回復」

を求め、北朝鮮にいる帰国者と帰国者親族の日本への帰還

を求める帰国者の声に耳を傾けていただきたい。 

  

５人の原告は語る―北朝鮮人権状況の実態 
10･14北朝鮮帰国事業裁判に結集し耳を傾けよう 

北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会 代表理事 佐伯 浩明  
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公式 HP より、記事を抜粋して掲載します。 

（URL：https://nklawsuit.hatenablog.com/） 

 

＜2021-08-16 北朝鮮政府に対する 

公示送達が実施されました＞ 

 

本日、北朝鮮帰国事業裁判について、東京地方

裁判所が、口頭弁論期日を 10月 14日（木）午前

10時からと指定し、北朝鮮政府に対し、期日の呼出

状と訴状等一式を公示送達しました。 

 

ついに、北朝鮮政府の人権侵害の責任を問う日本で

初めての裁判が始まることになりました。引き続きご

注目ください。 

 

以下は原告・弁護団のコメントです。 

 

○原告・川崎栄子 

 

やっとここまで来ました。北朝鮮政府を相手にす

る裁判は初めてのことです。この裁判が成功するこ

とで、北朝鮮政府の人権侵害が断罪され、北朝鮮

の国民に自由と民主主義をもたらすための手始め

になると信じています。この裁判を早く進めて、北朝

鮮の現政権を引きずり下ろし、私の家族と早く面会

できることを期待しています。 

 

○弁護団・福田健治 

 

「地上の楽園」との虚偽宣伝により 9万 3000人

以上の在日コリアン・日本人家族を北朝鮮に渡航

させ、その後悲惨な人生を余儀なくされた木が朝

鮮政府の責任は重大である。今回の訴訟は、北朝

鮮政府の人権侵害行為について日本の裁判所で

審理する初めての機会であり、大きな意義を有す

る。10 月 14 日の弁論期日では、虚偽宣伝を行っ

た北朝鮮政府の責任と帰国者たちの被害を裁判

所にしっかり理解してもらいたい。 

 

（写真：公示送達の書類が掲示されている裁判所の掲示板前で取材を

受ける原告の川崎栄子さん（左から 2人目）。） 

（写真：北朝鮮政府に対する口頭弁論期日の呼出状。） 

 

 

 

  

公式 HP『北朝鮮帰国事業裁判弁護団』 
～北朝鮮帰国事業について、北朝鮮政府の責任を問う裁判の弁護団です～ 
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（写真：裁判所による公示送達。） 

 

＜2021-08-19 8月 5日記者会見のご報告＞ 

 

8月 5日、司法記者クラブで記者会見が行われ、

原告の川崎栄子さんと弁護団・福田から、提訴後の

経緯についてご説明を行いました。 

（Youtube動画 URL https://youtu.be/REiKp8E8X8o） 

 

 まず、弁護団・福田から、北朝鮮帰国事業の概要、

訴訟の概要、提訴後の経緯についての説明がありま

した。 

 特に、提訴後の経緯について、福田から次のような

説明がありました。 

 

 2018年 8月 20日に提訴して以来、これまでに

6回の進行協議期日が開催されました。この間、

2020年 4月に裁判長が交代し、裁判所が設定す

る争点が増えたことに加え、コロナ禍で裁判所の合

議がままならない事態も重なりました。 

 

 このような中、ようやく口頭弁論期日が 10月 14日

（木）10時から開催されることがほぼ確定しました。 

 また、北朝鮮政府への送達は、公示送達により行

われます。北朝鮮政府に対して公示送達が行われる

のは、弁護団が把握している限り初めてのことです。 

 

  続いて、原告の川崎栄子さんから、ご自身の体験

談とともに裁判への思いについて、次のようなお話が

ありました。 

 

 川崎さんは、高校 3年生のときに、帰国事業により

一人で北朝鮮に渡航しました。北朝鮮に着いた途端

に、川崎さんも周りの人も、「地上の楽園」という勧誘

が、嘘だったことに気づきました。 

 北朝鮮に渡航して 3 ヶ月ほどの間で、川崎さんは

「この国の政治には賛成することも協力することもでき

ない」という結論を出しました。自殺という道も選択肢

の一つとしてあり、本当にたくさん悩んだそうです。しか

し、北朝鮮では、自殺者は反逆者とされ、家族は死

体に触ることもできず、警察が来て死体を持ち去った

ら、どこに捨てられたか埋められたかすらわかりませ

ん。家族にその人の存在はなかったことにするよう指

示が出され、自殺者を出した家族は、家族全員が連

れ去られます。このような状況で、自分の命をドブに

捨てるわけにはいかないと思い、自殺を思い留まった

そうです。 

 

（写真：北朝鮮での経験を語る川崎栄子さん。） 
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また、川崎さんは、日本からの渡航者について次

のように語りました。 

 

 大体の日本人は、北の方の鉱山、林業など、北

朝鮮の人が行きたがらない重労働部門の穴埋めと

して送り込まれました。一番苦労したのは、日本人

妻たちです。北朝鮮渡航前は、3年経ったら里帰り

ができると約束され、「3年くらいなら我慢できるだろ

う、お子さんたちを手放したくない」という思いから日

本人妻たちも北朝鮮に渡航しました。しかし、里帰

りは今に至っても実現しておりません。 

 日本人妻たちは、植民地支配をしていた日本の

スパイとして、収容所に連れていかれ、本当にたく

さんの人がその中で死んでいき、もしくはまだその中

にいます。今も日本政府には、日本から渡航した帰

国者たちに平等に対応してほしいと思っていますが、

日本政府は、自国民の救出さえもしていません。 

 日本政府がこの問題を扱いたがらないのは、帰

国事業が、帰国協定という日本と北朝鮮の間に結

ばれた協定により進められたものだからかもしれま

せん。しかし、間違えていたことは、間違えていたと

1度認めて、その後自国民を救出すればよいと思

います。 

 

  さらに、川崎さんは脱北と裁判への思いについて、

次のように語りました。 

 

 帰国船に乗って北朝鮮に渡航した人のうち脱北

できた人は、渡航した 9万 3000人以上のうち、多

く見積もっても 100人程度だと思います。その人た

ちが北朝鮮の様子を、外部に、正確に、知らせて、

北朝鮮に影響を与えるために努力しなければこの

問題は解決しないと思います。 

 法律によって裁かれて、初めて公の場所で北朝

鮮の実情が明らかになります。この裁判も、ようやく

10月14日に口頭弁論が行われるところまできまし

た。国際的にも、帰国事業が間違っていたというこ

とを法的に発表する裁判となり、日本で開かれるこ

とに大きな意義があると感じています。 

 

 

  最後に、記者の方から何点かご質問がありました。

抜粋してご紹介いたします。 

 

Q. 北朝鮮政府を被告とする裁判も初で、帰国事業

についての裁判も初めてか？ 

 

福田：北朝鮮政府を被告とする裁判は、弁護団の知

る限り日本では初めてです。帰国事業については、過

去に朝鮮総聯を被告として大阪地裁で争われた訴

訟があります。その裁判は、除斥期間の問題で敗訴

という結果になっています。 

 

Q. 現在、北朝鮮に川崎さんの家族はいるか？ 

 

川崎：夫はすでに亡くなりましたが、子どもたち 4人と

その家族、合計 12人がまだ北朝鮮にいます。 

 一昨年までは 1年に 1回ずつでも子どもたちが国境

で中国の携帯電話を借りてなんとか連絡を取ってい

ました。日本からは手紙を書くこともできますが、全部

開封されるため、元気だということくらいしか書けませ

ん。航空便、船便を使って品物を送ることもできま

す。 

 しかし、コロナ以降、北朝鮮は海路も航路も遮断し

たため、手紙も品物も送れていません。子どもたちも

国境まで移動できないため、電話もできていません。

そのため、現在は子ども達の生存状態も確認すること

もできず、生きているかさえわかりません。 

 

Q. 提訴が 2018年になった理由は何か？何かタイミ

ングはあるのか？ 

 

川崎：この裁判より先に、大阪で朝鮮総聯を被告とし

て裁判がありましたが、時間的な問題（除斥期間）で

棄却されました。それを受けて、北朝鮮政府を相手

に裁判をしても実現されそうにないと感じ、ずっと悩ん

でいました。 

 しかし、オット・ワームビアさんの事件に対して、アメリ

カは短時間で解決し、すぐに裁判の結果が出ました。

このことを、土井さん（Human Rights Watch日本代表）

に話し、日本でもできると思うと伝えたところ、土井さ

んからできるかもしれないとの返答があり、提訴につ

ながりました。 

 

Q. 裁判において主権免除について日本ではどう判

断されるか？ 

 

福田：日本では、対外国民事裁判権法という法律が

制定され、誰が主権免除を享受するのかということが

国内法上規定されています。この法律の立法担当者

の説明によれば、未承認国家には主権免除は及ば

ないとされます。また、今のところ、裁判所から主権

免除を問題にすることは言及されていません。 
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Q. 口頭弁論期日では意見陳述を川崎さんがするの

か？証拠の整理はほとんど終わっているのか？ 

 

福田：北朝鮮政府が応訴することは想定されていな

いため、1回で結審をすることが予定されています。

第１回の口頭弁論期日では、弁護団から事件の概

要と、提出している主張、書証について口頭で説明を

行います。また、原告 5名の本人尋問のほか、日朝

史に詳しい法政大学の高柳先生に専門家証人として

証言していただく予定です。 

 

Q. 勝訴した場合の回収見込みはあるか？ 

 

福田：海外では、北朝鮮船籍で登録されている船舶

を差し押さえるなど、北朝鮮政府に対する債権回収

の様々な試みがなされております。北朝鮮の人権問

題に関わる国際的な法律家のネットワークを使いな

がら、海外での責任追及の進行も含めて検討していく

ことになると考えております。 

 

 

 

＜北朝鮮帰国事業裁判弁護団 公式 HP＞ 

 

URL：https://nklawsuit.hatenablog.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜海外での北朝鮮を相手取った訴訟の判例＞ 

 
◎米国バージニア州立大学の学生だった 

故オットー・ウォームビア氏関連 
 
2016年 1月、観光で北を訪問し抑留。宣伝物棄損の疑

いで裁判にかけられ、15年の労働強化刑を宣告。裁判が

終わった翌日から意識不明に陥ったとされる。北は本人

が食中毒にかかったあと睡眠薬を飲み昏睡状態になった

と説明。2017年 6月 13日昏睡状態のまま帰国し 6日

目に死亡。帰国後入院したオハイオ州・シンシナティ大学

病院では脳神経に深刻な損傷を受けたと診断。 

 

2018年 4月、両親が米連邦地裁に北政府を相手とする

民事訴訟を提起。 

 

2018年 10月、北に対し「本人の資産に対する経済的損

失額」「本人の精神的苦痛に対する補償金」「両親に対す

る慰謝料」「懲罰的損害賠償金」の総額 11億 5千万ドル

の賠償請求。賠償額は、北に拉致され死亡したキム・ドン

シク牧師に関する判例（息子 2名にそれぞれ 1500 ドルの

賠償金と「懲罰的賠償金」として 3億ドル）を根拠に策定。 

 

2018年 12月 24日、北政府に 5億 113万ドルの賠償

命令判決。 

 

2019年 1月 北に判決文を郵送。⇒2月、返送されてき

たが、受領サインがあったため内容は伝達されたと認定。 

 

2019年 2月、米銀行に北朝鮮関連資産を公開要求⇒

顧客秘密漏洩にあたるとし難色。⇒10月、連邦裁判所が

３銀行に対する「法的保護」の要請を許可。 

 

2019年7月、両親が北朝鮮籍船舶ワイズ・オネスト号(重

量トン数 2万 7千トン：鉄くずとして売却すれば 300万ドル

相当)の所有権を主張。※石炭の不法運送による国際制

裁違反で米法務省が押収。 

 

2020年 5月、米国の 3銀行にある北朝鮮関連資金

2379万ドルの詳細情報を公開。 

 
 
◎脱北韓国軍捕虜 5名関連 
 
2020年 7月、金正恩を相手に強制労働に対する損害賠

償請求（2016年訴訟提起）した 2名に 2100万ウォンず

つの支払い命令。 

 

2020年12月、賠償金未払い。⇒韓国で回収された北の

著作権料 20億ウォンを管理する「南北経済文化協力財

団」を相手に賠償金回収請求訴訟を提起。 
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このたびの訴訟では、高柳俊男理事（法政大学国際文化学部教授）より、意見書が

提出されております。訴訟資料として原文のままかるめぎに掲載いたします。 

 

 

（※ページ数は一番下が会報『かるめぎ』のページ数、その上が意見書のページ数です） 
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◆北朝鮮帰国事業裁判 傍聴のご案内 

日時：10/14（木） 09：30集合、09：40抽選開始 

場所：東京地裁玄関前 傍聴券交付所 

〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4 

＜アクセス＞ 

地下鉄東京メトロ丸の内線 

・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」 

A1出口から徒歩 1分， 

地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」 

5番出口から徒歩約 3分 

※傍聴席を埋めたく、東京近郊の方はぜひ傍聴への 

参加をよろしくお願いいたします。 

 

◆北朝鮮帰国事業裁判 

報告集会のご案内 
日時：10/14（木） 17：00～19：00 

場所：法曹会館 高砂の間 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-1 

＜アクセス＞ 

JR：有楽町駅 徒歩 10 分 

丸の内線／日比谷線：霞ヶ関駅 A1 出口徒歩 5 分 

千代田線／三田線：日比谷駅 A10 出口徒歩 5分 

有楽町線：桜田門駅 5 番出口徒歩 1 分 

※予約・会費不要 

 

 

◆クラウドファンディングへのご支援をお願いいたします 

北朝鮮帰国者裁判支援のために、10月 14日よりクラウドファンディングに挑戦いたします。 

詳細はこちらをご覧ください：https://readyfor.jp/projects/northkorea ⇒ 

 

12月 10日 23時まで、募集をしております。 

より多くの方にこの問題を知っていただき、ご支援を通じて参加いただけるように、みなさまご協力をお願いいたします。 

発行：特定非営利活動法人 北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会 
年会費：5,000円  郵便振替口座：００９２０－５－１３９９３２ 

 
 

東 京 本 部 〒102-0093 東京都千代田区平河１丁目５番７-２０３ 
関 西 支 部 〒581-0868 大阪府八尾市西山本町７－６－５ ３階（事務局） TEL/FAX 072-990-2887   
ホームページ： http://hrnk.trycomp.net/index.php  事務局 e メール： kalmegi@gmail.com 
Twitter：    http://twitter.com/hrnk1   事務局 TEL/FAX： 072-990-2887 
Facebook：   http://www.facebook.com/hrnkmamorukai 
Youtube：    http://www.youtube.com/user/kalmegi1 


